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食品衛生法に基づき表示される文字の大きさについて 

 
  
食品衛生法（昭和２２年法律２３３号。以下「法」という。）第１９条の規定に基づ

き表示される文字の大きさについては、「食品衛生法施行令の一部を改正する政令及び 
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について（昭和４４年８月１８日付け 
環食第８８３２号厚生省環境衛生局長通知。以下「４４年通知」という。）」第三の二の 
４に基づき、原則として６号活字以上の大きさの活字で行わせること等としてきたとこ

ろである。 
 しかしながら、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年５

月１１月法律第１７５号）第１９条の８の規定に基づく「生鮮食品品質表示基準（平成

１２年農林水産省告示第５１４号）」及び「加工食品品質表示基準（平成１２年農林水

産省告示第５１３号）」により定められた文字の大きさに係る基準と４４年通知の基準 
とが異なっていることから、食品の表示に関する共同会議（厚生労働省薬事・食品衛生 
審議会食品衛生分科会表示部会食品表示調査会及び農林水産省農林物資規格調査会表

示小委員会の共同会議）において検討を行ったところ、基準の整合性を図る観点から文

字の大きさについて統一するよう求められた。 
 これを受け、法第１９条の規定に基づき表示される文字の大きさについて、４４年通

知第三の二の４を下記のとおり改めたので、御留意されるとともに、貴団体の会員等に 
対する周知方よろしくお願いする。 
 

記 
 
４ 表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ８３０５（１９６２）に規定する８ポイント 
 の活字以上の大きさの統一のとれた活字とすること。 
  ただし、表示可能面積がおおむね１５０cm2 以下のものにあっては、日本工業規格 
 Ｚ８３０５（１９６２）に規定する５．５ポイントから７．５ポイントまでの大きさ 
 の活字とすることができること。 


